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第Ⅰ部 :仕事と育児の両立を巡る状況
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仕事と育児の両立を巡る状況:日本の人口の推移

• 日本の人口は、今後減少していくが、特に15～64歳人口の減少ペースが顕著（▲60万人、▲１%/年）。
• 15～64歳人口の大幅な減少は、経済活動における供給(生産＝働き手)と需要(消費＝モノ・サービスの買い手) のギャップを招き、個々

の企業にとっても人手不足など既に大きな課題となっている。

出所:厚生労働省

１．我が国は今後本格的な人口減少に突入
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仕事と育児の両立を巡る状況:

出所:厚生労働省

• 人口の推移を⾧期でみると、これまではほぼ一貫して増加。しかしながら、ここ100年でこれまで経験したことない急激なペースで人
口が減少。人口減少社会は、かならず超高齢社会を伴うとともに、経済等に極めて深刻な影響を及ぼすなど、国の存続そのものにかか
わる深刻な問題である。

２. ⾧期的な人口の推移と人口減少が我が国に及ぼす影響～国の存続に関する問題～

人口減少社会とは「超高齢社会」
• 現在1億2500万人の日本の人口は、このままいけば2110年には5000万人を切る。今か

ら100年前の1915年は同じ人口規模だったのだから、昔に戻るだけではないかという意
見もある。

• しかし、そうした意見は高齢化の問題を度外視している。人口減少は、かならず「超高齢
社会」を伴う。1915年の日本は高齢化率5％の若々しい国であったが、将来予想されて
いる日本は、高齢化率が40％の「年老いた国」である。

経済への影響
「少子化・人口減少の進行は、経済活動における供給（生産）及び需要（消費）の縮小、社会
保障機能の低下をもたらし、さらには、多くの地域社会を 消滅の危機に導くなど、経済社会を
「縮小スパイラル」に突入させることに なるだろう。少子化は、まさに、国の存続そのものに
関わる問題であると 言っても過言ではない。」
（出典）「全世代型社会保障構築会議報告書」(令和４年12月16日) 

「急速な少子化・人口減少に歯止めをかけなければ、我が国の経済・社会システムを維持する
ことは難しく、世界第３位の経済大国という、我が国の立ち位置にも大きな影響を及ぼす。
人口減少が続けば、労働生産性が上昇しても、国全体の経済規模の拡大は難しくなるからであ
る。今後、インド、インドネシア、ブラジルといった国の経済発展が続き、これらの国に追い
抜かれ続ければ、我が国は国際社会における存在感を失うおそれがある。」
（出典）「こども未来戦略」(令和５年12月22日）
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仕事と育児の両立を巡る状況:

出所:厚生労働省

• 当面は、15～49歳の再生産年齢人口が減少し続けるため、仮に出生率が回復しても、すぐには人口減少は止まらない。しかし、出生
率の回復が遅れれば遅れるほど、定常人口は減少することとなり、早急な対策が必要。

３．人口減少の特徴～まさに時間との闘い～

人口減少の特徴

1. 人口減少のスピードは、これから数十年間 は年々高まる。
2030年代 ▲80～90万人⇒ 2040～2050年代 ▲90万人 ⇒ 2060～
2070年代 ▲100万人

2. 人口減少は「地域差」がある。しかし、大都市も早晩、人
口が急速に減少する。

3. 人口減少を止めるのは簡単ではない。出生率が2.07に回復
しても、それ以降数十年にわたって維持される必要があり、
その間は減少。

4. 出生率の回復が遅れれば遅れるほど、将来の定常人口は減
少する（図参照、５年遅れるごとに350万人程度ずつ低
下）。
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仕事と育児の両立を巡る状況

出所:厚生労働省

• 少子化の要因の一つは、若い世代がこどもを持つことを「経済的リスク」（収入や生活水準が低下する恐れ）と考える
とともに、自分たちの思い描く人生を送れないという不安を抱いていることが挙げられる。 

• こうした中で、仕事か、出産育児かの二者択一を迫られており、こうした状況を変えることが重要。 

４．出産・育児は若い世代にとってリスクになっている

 経済的リスク＝出産・育児によって

①収入が低下、または喪失（退職したり、働き方を変更せざるを得ない。

②子育てに費用がかかること（育児費用、教育費がかさむ）

※ ドイツも、かつて出産・育児に伴い、若者世帯の収入が急激に低下していた（ジェット
コースター効果）。 2007年にスウェーデンをモデルに育休改革。出生率が向上

 出産は、収入の大幅な低下・喪失をもたらす

◆収入低下を怖れて、出産を断念

◆「出産」を選択 仕事を断念（出産退職・働き方変更）

収入低下（出産後に非正規・パート就労）

次の出産を断念 女性就労の「L字カーブ」
出生率の低下

出生率の低下

共働き世帯
の問題
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仕事と育児の両立を巡る状況

• 超高齢社会の加速に加え、晩婚化・出産年齢の高齢化が進む中、育児と介護を両立する「ダブルケアラー」
の数も増えている。

• 実際、30-40代のビジネスケアラーの4割は、育児も抱えるダブルケアラーであり、「仕事との両立実現」
に向けた課題解決の複雑性は、今後ますます加速していくことが想定される。

出所:（株）チェンジウェーブグループ ビジネスケアラー最新実態レポート（2022.7 月版）

育児と介護の両方を抱えるダブルケアラー
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仕事と育児の両立を巡る状況

出所:厚生労働省

• 人口問題は、人口減少に適応する「適応戦略」と、人口減少に歯止めをかける「積極戦略」の双方が重要。
• 20代、30代の就労・結婚・出産・子育て環境が出生率に大きな影響を及ぼしており、人口減少の歯止めには、企業の

取組が不可欠。
• 2030年代に入ると、若年人口は現在の倍のスピードで急減。まさに2030年代に入るまでが、少子化傾向を反転できる

かのラストチャンス。企業のトップダウンによる決断と実行が期待される。

５．2030年代に入るまでがラストチャンスであり、企業のトップダウンによる取組に期待

□人口問題に「二正面」で取り組む必要がある。
• 本格的な「人口減少時代」に突入する中で、労働力人口の減少等に適応する「適応戦略」と、 人口減少に歯止めをかけ

る「積極戦略」の同時遂行が必要。

□人口減少の歯止めには、企業の取組みが不可欠。
• 20代、30代の就労、結婚、出産、子育て環境が出生率に大きな影響。
＜出生率に大きな影響を与えている企業の要因＞
①若年世代の「所得水準、雇用形態」 ⇒ 結婚行動に大きな影響を与えている。
②女性の「出産退職」の問題（早急な解決が必要） ⇒出産・育児による収入低下・喪失が、出産をためらわせている。
③就労と育児が「両立」できない「働き方」の問題（男女ともに） ⇒育休制度があっても利用しない（できない）職場環境、
⾧時間労働
④⾧時間で苛酷な「通勤環境」 ⇒ テレワークなどの働き方

□人口問題は「時間との闘い」⇒「トップダウン」に期待
• 人口減少の問題は「しょうがない」と諦めることはできない。 ⇒ 2030年までが、少子化のトレンド反転の「ラストチャ

ンス」。
• 企業の「トップダウン」による決断と実行が期待される。
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仕事と育児の両立を巡る状況

出所:厚生労働省

• 人口減少の更なる進行は、日本社会全体はもちろん、個別企業にとっても極めて重大な問題。特に、倒産件数全体に占
める人手不足関連倒産の割合が近年上昇しているなど、人手不足は今や企業にとって死活問題。コロナ禍から経済が立
ち直りを見せる中、生産年齢人口の急激な減少とも相まって、更に深刻化する恐れ。

• こうした中、労働生産性の向上等を図るとともに、人手確保に向けて、まずは新入社員となる学生や転職希望者の就業
ニーズに応えつつ、他方で、結婚・出産を契機とした女性の離職防止等を図っていくことが重要。

６．企業にとって労働力の確保が深刻な課題!
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仕事と育児の両立を巡る状況

出所:厚生労働省

• 男女共に共働きや育休取得のニーズは高い。特に男子学生の意識はこの数年で大きく変化。
共働きや育休取得の希望割合が急増（数年間で15～20ポイント上昇）し、女子学生と変わらない状況。

７－1．学生の就業に関する意識 ～夫婦共働き等に関する意識～
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仕事と育児の両立を巡る状況
• 男女ともに、就職活動で企業を選択する際に、残業等の実態や多様な働き方の制度を意識している。

７－2．学生の就業に関する意識 ～企業選択で意識すること～

（出典） （株）ディスコ「女子学生
の就職活動に関するアンケート調査」
～ キャリタス就活2022学生モニター
調査（2022年3月）（調査期間:
2022年2月18日～3月3日 調査対象:
キャリタス就活 学生モニター（2022
年3月卒業）のうち、卒業までに就職
先が決まった女子学生355人 ※比較調
査した男子学生:478人） 吹き出しは、
学生が就職活動で企業を選択する際に
意識したこと・調べたことについて、
アンケート調査からの回答。
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仕事と育児の両立を巡る状況
• 転職先を決定した理由には、給与等と並んで、「休日や残業時間」等を回答する人の割合が高く、転職先として選ばれ

る企業になるためには、職場環境の改善等に取り組む必要がある。 

８．転職希望者に関する意識
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仕事と育児の両立を巡る状況

出所:厚生労働省

• 「出産・育児のため」に離職した女性は、１年間（2021年10月～2022年10月）で14万人強。
• 離職前に正社員だった女性が、妊娠判明当時の仕事を辞めた理由は、「仕事を続けたかったが､仕事と育児の両立が難しかったため」 （38.1％）が最も高く、

詳細な理由を見ると、
・正規女性は「勤務先に短時勤務制度や残業を免除する制度などの両立できる働き方の制度が整備されていなかった」（30.6％）が最も高く、
・非正規女性は「勤務先に産前・産後休暇や育児休業の制度が整備されていなかった」（41.3％）が最も高い。

９．出産・育児を理由に退職した女性のニーズ ～女性離職経験者が仕事を辞めた理由～

出典:日本能率協会総合研究所「仕事
と育児の両立等に関する実態把握のた
めの調査研究事業」（労働者調査）
（令和４年度厚生労働省委託事業）
※小学校４年生未満の子の育児を行い、
約10年以内に妊娠・出産・育児のため
に離職した経験のある者（調査時点の
有職無職は問わない。）を対象とした
アンケート調査
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仕事と育児の両立を巡る状況

出所:厚生労働省

• 正社員の女性については、子が生まれてまもなくは休業、１歳以降は短時間勤務を希望する割合が高く、３歳以降は、残業をしない働き
方や、柔軟な働き方（出社・退社時間やシフトの調整、テレワーク）を希望する割合が高い。働き方の希望は子供の年齢で変わってい
く。 

• 正社員の男性については、約３割が、育児休業を「利用したことはないが、利用したかった（利用したい）」 と回答している。

10．子育ての希望に応じた働き方 ～仕事と子育ての両立ニーズ～
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仕事と育児の両立を巡る状況

出所:厚生労働省

• 政府としては、働き方改革関連法など、⾧時間労働の是正や労働者の心身の健康のための、働き方改革を強力に推進
• 特に育児期の労働者については、2022年に育児・介護休業法が改正され、産後パパ育休の創設をはじめ、仕事と育児の

両立のための制度の充実を図るとともに、企業の取組を促すため、企業への支援にも取り組んでいるところ。 

11－1．政府としての取組 ～男性育休の促進～

育児介護休業法の改正（2025年）男性育児休業取得率

➢男性の育児休業取得率は、2022年（※１）に17.13％と上
昇中。2025年には30%から50%、2030年には85%と目標
を修正

さらに･･･ 従業員1,000人超の企業に対する直近のアンケー
ト（※２）では、男性の育児休業等取得率は46.2％と取組が進
んでいる。

（※１）厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」。 2020年10月１日～2021年9月30日に
出生した子に関して、2022年10月１日まで に育児休業を開始した者または開始を申し出た者
の割合。
（※２）厚生労働省イクメンプロジェクト「令和５年度男性の育児休業等取得率の公表状況 調
査」 （速報値） 。調査時点を2023年６月１日として、前事業年度の状況をアン ケート。
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仕事と育児の両立を巡る状況

出所:厚生労働省

11－2．政府としての取組 ~企業への支援~

育児介護休業法の改正（2025年）男性育児休業取得率
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仕事と育児の両立を巡る状況

出所:厚生労働省

11－3．政府としての取組 ~企業への支援~

育児介護休業法の改正（2025年）男性育児休業取得率

さらに、2023年12月に閣議決定した「こども未来戦略」が掲げる「共働き・共育て」を強力に進
めるため、 

• 男性の育休取得率の目標の大幅な引上げ（2030年に85%） → 男性育休が当たり前の社会に 
• 柔軟な働き方を実現するための措置（３歳～小学校就学前までの間、フレックスタイム制やテレ

ワーク、短時間勤務制度など事業主が複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選択で
きる制度）の創設 

• 「育児時短就業給付（こどもが２歳未満の期間に時短勤務を選択した者に対する給付）」の創設
• 「子の看護休暇」の取得促進に向けた支援などの取組を行うとともに、男女の育児休業を支える

体制整備を行う中小企業に対する助成措置の大幅な強化（業務を代替する周囲の社員への応援手
当の支給に関する助成の拡充・代替期間の⾧さに応じた支給額の増額・各企業の育児休業の取得
状況等に応じた加算等）

を行う
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